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１． 紙の手形 ・ 小切手の利用廃止に向けた準備…2027年3月末をもって、紙の手形・ 小切手の利用が廃止されます。 残り1年となり、多くの金融機関が、他行をな

り、多くの金融機関が、他行を支払地とした手形・ 小切手による預金の入金扱いの受付を終了することを発表しています。 

２． 確定申告の税額の延納の届出…令和7年分の所得税等の確定申告については、2026年3月16日まで（振替納税の場合は同年4月23 

日）に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば､残りの税額の納付を同年6月1日まで延長することができます。延納期間中は一 

定の割合で利子税がかかります。贈与税についても、納期限までに金銭による一時納付が困難で､一定の要件を満たす場合には、 

5年以内の年賦による延納ができます。延納期間中は利子税がかかります。 

３． 個人の青色申告の承認申請…個人の青色申告の承認申請は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで（2026年は 

3月16日まで）に提出します。ただし、1月16日以降、新たに事業等を開始する場合は、その事業開始等の日から2ヶ月以内の申 

請となります。 

４． 所得税の更正の請求…確定申告をし、その申告期限後に計算の誤り等によって当初の申告税額が過大であった場合については、 

原則、法定申告期限から5年以内に限り、誤った申告額の訂正を求める更正の請求ができます。 
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今年も年度末を迎えます。いろいろと動きが増える時期ですが、しかるべき手続きはお済みでしょうか。 

掲載内容に関してご不明点等があればお気軽に当法人までお問い合せ下さい。 

リース取引の新しい会計処理（新リース会計基準）が、令和 9 年 4 月 1 日以後開始事業年度から適用されます。 

これに伴い、税務上の取扱いが改正されています。リース期間定額法の見直しもその 1 つです。この改正の概要を確認します。 

 ◆リース期間定額法の見直し◆  

１円まで償却が可能に 新しい「リース期間定額法」 

 契約が締結されたリース取引が、法人税法上の“ 所有権

移転外リース取引 ” に該当する場合は、税務上は売買が

あったものとして、賃借人が取得したものとされる減価償

却資産は、リース期間定額法により償却します。 

 この見直しに伴い、令和 9 年 3 月 31 日以前に締結された所

有権移転外リース取引に係る契約のうち、残価保証額がある 

“ 経過リース資産 ” について、令和 7 年 4 月 1 日以後開始

事業年度において、 経過リース期間定額法を選定できる経過

措置が設けられました。 

 

 ◆経過措置の取扱い◆ 

お  仕  事  備  忘  録 

参考：国税庁「令和 7 年度法人税関係法令の改正の概要」他 

（※） 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額を賃借人が 

支払うこととされている場合におけるその保証額をいう。 

 この場合、税務上の償却限度額を計算する際の取得価額

は、残価保証額※がある場合は当該残価保証額を控除します

が、令和 9 年 4 月 1 日以後の契約締結分から、残価保証額

を控除しないことになりました。これにより、1 円（備忘価

額）まで償却が可能になりました。 

 この経過措置を適用すると、すでに有する経過リース資産 

についても、1 円まで償却が可能となります。  

 ただし、適用には次の留意点があります。 
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参考：国税庁 HP タックスアンサー「修繕費とならないものの判定」 

迷いやすい修繕費と資本的支出 フロー図で整理 

固定資産の修理や改良等にかかる支出が、税務上「修繕費」か「資本的支出」かの判断に 

迷うことがあります。 今回は、その区分をフロー図でわかりやすく整理しました。 

 

 

 

 

 

 ◆修理、交換、改良などの支出◆  

 保有している固定資産を修理したり、部品を交換した

り、改良したり（以下、修理等）した場合に支出した金額

について、税務上、修繕費（一時の費用）となるか、資本

的支出（資産計上し、減価償却を通じて費用化）となるか

は、基本的に次のように区分します。 

この場合の区分は実質で判断します。契約書や請求書な

どに記載されている名目には左右されません。 

これらの区分について、フロー図にまとめました。フロー

に沿って判定しましょう。 

ただし、次の場合には実質に関係なく修繕費とすること

ができます。 

なお、上記①②いずれにも該当しない場合で、修繕費か

資本的支出か明らかでないときは、一定の金額や割合など

に応じて区分することができます（災害によるものは、別

の取扱いがあります）。 

があります）。 

 ◆区分の判定フロー図◆  

～休業日のお知らせ～ 

２０２６年３月１７日（火）午後 ～ ３月１８日（水）終日 

上記の期間は休業とさせて頂きます。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

（出典：MyKomon） 

３月１０日(火) ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税等特別徴収分の納期限（2月分）

●確定申告期限（ 所得税、住民税）、 所得税納期限（ 現金納付等）

●確定申告の税額の延納の届出期限

●所得税の総収入金額報告書提出期限

●個人の青色申告の承認申請期限（ 1月16日以降新規事業開始等を除く）

●贈与税の申告期限・ 納期限

●1月決算法人の申告・納税、7月決算法人の予定納税申告・納付期限 （3月31日期限）

　(前事業年度の法人税額が20万円超、直前の課税期間の消費税年税額が48万円超400万円以下)

●4月・7月・10月決算法人の消費税予定納税申告・納付期限（3月31日期限）

　(直前の課税期間の消費税年税額が400万円超4,800万円以下)

●健康保険・厚生年金保険料の支払期限（2月分）（3月31日期限）

●個人事業の消費税確定申告期限、 納期限（ 現金納付等）

３月３１日(火)

お仕事カレンダー

３月１６日(月)


